
これらは発行時の通知をもとに作成されたものです
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睡眠時無呼吸症候群の治療法

としての咬合床製作

点数療法・処置部　位月日

182初診　（所見略）11月7日

317パノラマＸ－Ｒａｙ（読影所見略）快恢快
廓格廓

200歯周基本検査（検査結果略）

64+42×2スケーリング快恢快

130歯科疾患管理料（患者提供文書写し添付）

40再診11月１４日

64+42×2スケーリング蒲噛蒲

250診療情報提供料（Ⅰ）

／問診時に日中のひどい眠気を訴え、家族からも激しい

／いびきを指摘されているとのこと。睡眠時無呼吸症候群を

／疑い、東京歯科保険病院耳鼻咽喉科に紹介（文例右記）

（１２月中に歯周治療は終了）

40再診1月5日

／東京歯科保険病院耳鼻咽喉科・協会太郎先生より睡眠時注①

／無呼吸症候群の確定診断結果と口腔内治療用装置作製依頼

／（医科からの情報提供文書を添付）

150歯科特定疾患療養管理料注②

／（口腔内装置治療の計画・指導内容・治療内容の要点－略－）

100共同療養指導計画加算注③

／（提供文書の写しを添付－略－）

／個人トレーｉｍｐ

40再診1月13日

225連ｉｍｐ快恢快
廓格廓

280ＢＴ

40再診1月19日

2000床副子（アクチバトール式咬合床）快恢快
廓格廓

300装着料

120床副子調整注④

150歯科特定疾患療養管理料注②

／スリープスプリントの使用法について指導

／診査、調整のため定期的来院の必要性を説明

　本症例のように、問診時に睡眠時無呼吸症候群（SAS)が疑われ

ることがあります。確定診断が可能な耳鼻咽喉科などにお心当た

りのない先生は、協会（察０３-３２０５-２９９９）までお問い合わせくださ

い。東京保険医協会（＝医科協会）と連携をとり、ご相談させて

いただきます。

傷病名　　　　 臆 ，睡眠時無呼吸症候群の疑い

主　訴　歯磨き時に歯茎から血が出る。

快恢快
廓格廓

（診療情報提供書における紹介文言例）

拝啓
時下ますますご清栄の事と存じます。
この度、昼間の眠気を感じ、夜間のいびきと呼吸停止を配偶者により

認知されている患者△△△△殿を御紹介申し上げます。
患者は当院にて口腔内装置による治療を希望されておりますので、多

少AHIが高くても、睡眠時最低血中酸素飽和度が高い場合、患者は軟口
蓋が短い為OAの適応と考えられます。

貴院のPSG検査による確定診断の結果、歯科的療法にて治療が可能と
考えられる場合は、検査結果を当院に診療情報提供頂き、OAによる歯科
的治療をご依頼頂けますようお願い申し上げます。

尚、SAS(睡眠時無呼吸症侯群)と確定診断の際には、当院にて歯科特
定疾患療養管理をしていく為、当院における治療内容、治療計画、指導
内容を貴院にご報告し、共同療養指導計画をたてたく思いますので、今
後共ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

敬具　

《解　説》

注①　睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）の口腔内治療装置は、終夜睡眠ポリグラ

フ（ＰＳＧ）検査によってＳＡＳの確定診断のできる医科医療機関からの、

診療情報提供料算定による紹介を受けることが前提条件となる。カルテに

は情報提供に関する内容および保険医療機関名などを記載し、情報提供文

書を添付する。またレセプト摘要欄には紹介元保険医療機関名（院内紹介

の場合は担当科名）を記載する。

　　　なお、装置作製の前には。歯周治療や補綴処置などは終了させておくこ

とが望ましい。

注②　歯科特定疾患療養管理料（特疾管）は、口腔内装置治療を行う睡眠時無

呼吸症候群の患者などの特定疾患を主病とする患者に対して、治療計画に

基づき、服薬、栄養など療養上の指導を行った場合に月２回まで算定でき

る。カルテには、治療計画、指導内容、治療内容の要点を記載する。患者

への文書提供は不要。また、同一月に歯科疾患管理料は算定不可。

注③　共同療養指導計画加算は、特疾管の算定対象の疾患の主治医と共同で、

歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、患者にその内容

を文書により提供した場合に、１回に限り算定できる。カルテには提供文

書の写しを添付する。カルテとレセプト摘要欄に主治医の保検医療機関名

及び氏名の記載もする必要がある。

　　　患者の症状に変化が生じるなどの理由で計画の見直しが必要となり、改

めて内容を文書提供した場合は再度算定できる。

　

注④　口腔内装置の適合をはかるための調整は、比較的短期間に複数回行う必

要があるが、算定は装着時または装着後１ヵ月以内に、１口腔１回に限りし

かできない。装置が正しく装着されているかの判断など、顔面側方（正

面）レントゲン規格写真による確認が望ましい。

※睡眠時無呼吸症候群の治療に当たっては、「睡眠時無呼吸症候群における口

腔内装置治療の指針」（平成１６年２月２８日　鋤日本口腔外科学会）を参照する

とよい。

＊実態に即してご請求ください＊

（答）算定できない。

（問３）Ｂ００９診療情報提供料（Ⅰ）について、紹介先の医
療機関を特定せずに、診療状況を示す文書を患者に交付
しただけの場合には算定できるのか。

【医学管理等】

２００８年１２月２６日付で厚生労働省保険局医療課より「疑義解釈資料（そ
の６）」が示されました。このうち、歯科に関わるものだけを抜粋してお
知らせします。

これらは発行時の通知をもとに作成されたものです

小杉
スタンプ

小杉
スタンプ
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義管Aと同月の義管Bの算定

《解　説》

注①　新製を行った月に、新製とは別部位の修理または床裏装も行っている場

合は、新製有床義歯管理料（義管Ａ）か有床義歯管理料（義管Ｂ）はどち

らか一方のみの算定となる。

注②　咬合機能回復困難加算は　(１)総義歯の患者　(２)９歯以上の局部義歯で

かつ天然歯同士では対合歯間の接触関係がない患者　に対して義歯管理

料を算定した場合に加算できる。歯式上は対合歯が存在していても、実際

には咬合関係がない場合は算定できる。こういったケースでは、特に義務

づけられてはいないものの、あらかじめ摘要欄へその旨を記載しておくこ

とが望ましい。

注③　顎運動関連検査は複数の種類の検査を行っても１装置につき１回の算定

である。

　　　なお、１月２８日付の疑義解釈（３面参照）により、一連の顎運動関連検査

の結果を活用して複数の義歯を装着した場合も、算定は１回に限ることと

されてしまった。

注④　新製有床義歯管理料（義管Ａ）は新製義歯を装着した後１か月以内であ

れば２回まで算定できる。１回目の算定時には、新製した有床義歯の管理に

かかる情報を文書により患者に提供するとともに、カルテに文書の写しを

添付する。なお、義管Ａの算定が義歯装着の翌月であるので、レセプト摘

要欄に新製した有床義歯の部位と年月日を記載する。 

注⑤　新製義歯の装着日から１か月を超えた日に、必要な義歯管理を行った場

合には、義管Ｂが算定できる。本症例のように、義管Ａを同月に２回算定

した月でも可。

＊実態に即してご請求ください＊

点数療法・処置部　位月日

40再診12月1日

280有床義歯床修理快悔壊回晦解塊悔快

70有床義歯管理料（必要に応じて実施した検査注①

／の結果・調整方法・調整箇所および義歯に

／係る指導内容の要点を記載する－以下略－）

40咬合機能回復困難加算注②

／オーバージェットが大きく干と崖は接触

／関係なし

110歯科疾患管理料（文書提供しない月は疾患塊魁会回
　　拡潟劃釜

／管理の要点を記載－以下略－）

／個人トレーｉｍｐ蒲噛樺兜鎌蒲

40再診12月5日

100補診（製作を予定する部位、欠損部の状態、　蒲噛樺兜鎌蒲

／欠損補綴物の名称および設計などについての

／要点を記載）

225連ｉｍｐ　個人トレー＋シリコン

40再診12月12日

185ＢＴ蒲噛樺兜鎌蒲

380顎運動関連検査注③

／チェックバイト　（検査結果）

／ゴシックアーチ　（検査結果）

40再診12月19日

100ＴＦ蒲噛樺兜鎌蒲

40再診12月26日

1427有床義歯set蒲噛樺兜鎌蒲

27+27人工歯（レジン歯・両側・前歯+臼歯）

429干株鋳造鉤（12％金パラ双歯鉤　犬歯・小臼歯）

388×2寒釜鋳造鉤（12％金パラ両翼鉤　大臼歯）

／新製有床義歯について指導注①

40再診1月13日

110歯科疾患管理料塊魁会回
　　拡潟劃釜

100新製有床義歯管理料（文書の写しを添付）蒲噛樺兜鎌蒲注④

40咬合機能回復困難加算

点数療法・処置部　位月日

40再診1月20日

100新製有床義歯管理料蒲噛樺兜鎌蒲注④

／（義歯管理の要点を記載）

40咬合機能回復困難加算

40再診1月27日

70有床義歯管理料（管理内容省略）蒲噛樺兜鎌蒲注⑤

40咬合機能回復困難加算

傷病名　　　　　　Ｐ，快悔壊回晦解塊悔快義歯破折，蒲噛樺兜鎌蒲ＭＴ塊魁会回
　　拡潟劃釜

以下の経過措置医薬品は、４月１日以降は使用・請求ができなくなります

ので十分ご注意ください。

名称が変更されたものは、現行品を使用・請求します。この表にない医

薬品の場合や、詳細につきましては協会、もしくは出入りのＭＲにお問い

合わせください。

 巾  斤  錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 

 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 

 欽  琴  錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦 

平成２１年３月３１日付けで廃止されるもの

現行品名（太字が変更部分）３月３１日付けで廃止

サワシリンカプセル２５０サワシリンカプセル

サワシリン細粒１０％サワシリン細粒

トランサミンカプセル２５０取トランサミンカプセル

トランサミンシロップ５％トランサミンシロップ

ブルフェン顆粒２０％ブルフェン顆粒

ボルタレン錠２５取ボルタレン錠

ボルマゲン錠２５取ボルマゲン錠

ポンタール細粒９８.５％ポンタール細粒

ポンタール散５０％ポンタール散

販売中止含嗽用アズレン「昭和」

アズレン含嗽用顆粒０.４％「日医工」含嗽用アズレン顆粒「ＫＯＢＡ」

アズレン含嗽用散０.４％「トーワ」含嗽用アズレン「トーワ」

これらは発行時の通知をもとに作成されたものです

小杉
スタンプ
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義歯の不具合が主訴である患者への歯管の算定について

《解　説》

注①　歯科疾患管理料（歯管）の算定対象疾患には「歯の欠損」も含まれて

おり、これまでは総義歯の患者以外は歯管の算定はできていたが、平成

２１年１月２８日付の疑義解釈により、ＭＴ病名のみの場合には、歯管は算

定不可とされてしまった。

注②　ケースＡでは義歯破折を主訴とする患者に、治療計画を患者同意のう

え作成し、文書提供もして歯管を算定したが、１日で任意中断となった。

その後２ヶ月以上経過し再来院し、  前回とは異なる症状・主訴のため

初診料を算定している。このときまた算定要件を満たせば、歯管（１回

目）も算定できる。

注③　ケースＢのように初診時に歯周病の主訴があった場合は、１ヶ月以内

に歯周組織検査をして、それに基づいて１回目の歯管を算定しないと、

以降この治療期間中は歯管（および歯清）はずっと算定できなくなって

しまうので、注意が必要。

　東京歯科保険医新聞３月号でもふれたが、１月２８日に出された「疑

義解釈」ではＭＴ病名だけでの歯科疾患管理料を否定している。

　今回の症例研究では、実際に臨床の場で起こりうるケースを紹介

する。点線枠に注目いただき、いかに、おかしな「疑義解釈」であるか

を確認いただきたい。ぜひとも、ご意見をいただきたい。

（FAX０３－３２０９－９９３６）

歯管の算定要件について
１月２８日に出された「疑義解釈」はＭＴ病名のみの場合の歯科疾患管理料

算定を否定した。

しかし、昨年４月改定時に出された厚生労働大臣の告示では「歯の欠損」に

ついても歯科疾患管理料の算定を認めており、唯一通知で、総義歯に対す

る歯科疾患管理料の算定に縛りをかけている。本来、「告示」や「通知」で

示された算定要件に疑義が生じた場合に、円滑な運用のために出されるの

が「疑義解釈」なのに、この疑義解釈は上位にあるはずの厚生労働大臣の「告

示」を否定する異常なものである。

点数療法・処置部　位月日

182初診1月28日

250有床義歯修理感蒲

70有床義歯管理料

317パノラマＸ線撮影快悔恢悔快
廓撹格嚇　

注③200歯周基本検査

注③130歯科疾患管理料

60歯面清掃加算

80歯科衛生実地指導料

40再診4月2日

64+42×2ＳＣ快悔恢悔快

110歯科疾患管理料

60機械的歯面清掃加算

80歯科衛生実地指導料

70有床義歯管理料感蒲

ケースＢ：初診時に歯周病の主訴もあった場合

傷病名： 　　　　　  Ｐ，感蒲義歯破折，Ｄｕｌ快悔恢悔快
廓撹格嚇　

点数療法・処置部　位月日

182初診1月28日

250有床義歯修理感蒲

70有床義歯管理料

注①

／

注②182初診4月2日

200歯周基本検査快悔恢悔快
廓撹格嚇　

317パノラマＸ線撮影

注②130歯科疾患管理料

60機械的歯面清掃加算

80歯科衛生実地指導料

70有床義歯管理料感蒲

ケースＡ：１月には義歯破折を主訴として来院し、月末にも再来院指示するも

　　　　 患者が任意中断。４月再来院時に歯周病の症状訴えられた場合

１月の傷病名：感蒲義歯破折，Ｄｕｌ

＊実態に即してご請求ください＊

３月１６日に厚生労働省老人保健局より、４月からの「要介護認定の見直

し」についての参考資料が出された。主な内容は認定調査において、①

介護認定のバラツキ解消、②ケアにかかる手間の正確かつ効率的推測の

ための調査項目の変更（８２項目→７４項目へ）とされている。この見直し

により、要介護度が現状より低く判定されるケースもあるので、留意し

たい。

訂正とお詫び

東京歯科保険医新聞の３月号で「居住系施設」の対象施設について誤り

がありました。深くお詫び申し上げます。

薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが行う居宅療養管理指導におけ

る居住系施設入居者等は、医療保険の訪問診療などにおける「居住系施

設入居者等」とは異なり、特別養護老人ホーム（特養）や、短期入所生

活介護（ショートステイ）に入所中の利用者は算定対象となりませんの

でご留意ください。正しくは下記のとおりです。

　

　

 金  銀  吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟 
 九 
 九 
 九 
 九 
 九 
 九 
 九 
 九 
 九 

 九 
 九 
 九 
 九 
 九 
 九 
 九 
 九 
 九 

 倶  句  吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟吟 

３月の傷病名：   　　　　　Ｐ，感蒲義歯フテキ
快悔恢悔快
廓撹格嚇　

「診療報酬の算定方法」（厚生労働省告示第５９号）より
１回目の歯科疾患管理料は、齲蝕、歯肉炎、歯周病、歯の欠損等、継

続的な口腔管理が必要な患者に対し、患者又はその家族の同意を得て管
理計画書を作成し、その内容について説明を行い、初診日から起算して
１月以内に管理計画書を提供した場合に、１回に限り算定できる。

「疑義解釈資料（その７）」（事務連絡）より
（問）ＭＴ病名のみの場合、歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定は可

能か。
（答）義歯を原因とする場合は、義歯管理料のみにより算定する。

介護保険改定情報（その２）

居住系施設とは養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホ
ーム、特別養護老人ホーム、特定施設、高齢者専用賃貸住宅

誤

居住系施設とは養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホー
ム、特別養護老人ホーム、特定施設、高齢者専用賃貸住宅、小規
模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る）＊１、認知症対応型共
同生活介護＊２
＊１　利用者が要支援の場合は、介護予防型小規模多機能型居宅介護（宿泊サ

ービスに限る）が該当する。

＊２　利用者が要支援の場合は、介護予防型認知症対応型共同生活介護が該当

する。

正
師

これらは発行時の通知をもとに作成されたものです

小杉
スタンプ
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回　　答質　　問
政府管掌保険は昨年１０月より「協会け

んぽ」に変更になりましたが、旧証から

の切り替えが遅れているとのことです。

「協会けんぽ」に問い合わせたところ、

新しい高齢受給者証の番号を優先してほ

しいとのことです。

「歯科用（口腔用）アフタゾロン」「ペ

リオフィール歯科用軟膏」という名称で

は昨年８月３１日付で廃止となっています。

現在はそれぞれ「アフタゾロン口腔用軟

膏０.１％」「ペリオフィール歯科用軟膏２％」

という名称に変更になっています。

２０１０年３月３１日までが経過措置期間を予

定しているとのことです。

近年、８月３１日・３月３１日付けで毎年多

くの医薬品が名称変更となっています。

追って本面でもお知らせする予定です。

よいと思います。前回治療で、歯管の

算定がなかった場合や、Ｐなどの慢性疾

患の治療をしていなかった場合は、従来

通り最終来院日から暦日で１ヶ月以上経過

していれば初診料が算定できます。歯管

も１回目の１３０点になります。

無歯顎の患者に限られるため、残根上

の総義歯は対象となりません。どうして

も希望される場合は自費となります。

咬合機能回復困難加算（＋４０点）は、

①総義歯を装着した患者②９歯以上の局部

義歯で天然歯同士の対合関係が存在しな

い患者に、義歯管理料を算定する場合は

全ての義管に加算できます。Ａ・Ｂ・Ｃ

それぞれに対し、その回数分加算が可能

です。

「初診時にパノラマ撮影を行い、歯周

歯牙疾患の治療が終わった後、歯周全般

の診断のために再度パノラマを撮影した

場合は３１８点（※当時）でよいのか」とい

う問に対し、「治療後で相当期間経過後、

治療結果判定等のためであれば差し支え

ありません」という疑義解釈が昭和６１年２

月国保医・医療事務担当者合同講習会に

おける質疑回答にて示されていますので、

３１７点（デジタル４００点）で算定してよい

と思います。

安定期であるのでまれかとは思われま

すが、Ｐ急発を起こしてしまった場合の

切開は算定できます。ＳＰＴ中に算定で

きないとされているのは歯周基本治療

（ＳＣ・ＳＲＰ・Ｐｃｕｒ）、歯周疾患処

置（Ｐ処）、咬調です。

義歯不適では床修理の算定ができない

という決まりはありません。単に当たっ

ているところを削って調整したのみであ

ればそれは義歯管理料に含まれる行為と

なりますが、もし床や人工歯にレジン添

加なども行った上で調整をしているので

あれば、それは単なる義歯調整ではない

と思いますので、修理で算定すべきもの

と考えます。

政府管掌の保険証をお持ちの患者で、

新たに７０歳になった方で高齢受給者証に８

桁の「協会けんぽ」の番号が書いてある

がどちらが正しい番号なのか。

レセプトで「アフタゾロン」「ペリオフ

ィール」を使用し請求したが、この薬品

は使用できない」ということで返戻にな

った。どうしてか。

バラシリン錠（250m g１錠）が５月で製

造中止となるが、いつまで保険請求がで

きるのか。

３月末初診でＰｅｒｉｃｏのみの病名で

来院し処置しただけで歯管は算定してい

ない。この患者が４月に来院しなかった場

合、５月は初診＋歯管１３０点を算定してよ

いか。

保険外併用療養費制度の金属床総義歯

は、残根上義歯でも請求は可能か。

総義歯を新製した場合、義歯新製時の

新製義歯管理料（義管Ａ）についても困

難加算は可能か。また月に２回算定してよ

いか。

重度の歯周病のため、初診から１年近く

経過してようやく歯周疾患の治療が終わ

った後、歯周外科後の精密検査に伴い再

度パノラマを撮影した場合、初診時にパ

ノラマ撮影を行っていても３１７点で再び算

定できると思うがどうか。

歯周病安定期治療（ＳＰＴ）期間中だ

が、Ｐ急発を起こしてしまった患者に対

して、ＧＡ切開は算定できるか。

「義歯不適」病名で義歯修理を算定し

たところ、「義歯不適で床修理は算定でき

ない」という理由で戻ってきたがだめな

のか。

難抜歯の中止のケース

《解　説》

注①　難抜歯において、完全抜歯が困難となり、やむを得ず抜歯を中止し

た場合における費用は難抜歯の所定点数により算定する。この場合の

「抜歯が困難」とは、歯牙そのものの理由によりあらゆる努力と技術

を施行したが完全に抜歯することが困難となった場合をいう。

注②　出血創の保護と圧迫止血の目的でレジンなどで止血シーネを製作

した場合には算定できる。印象は４０点、装置料は６５０点、装着料３０点。

咬合採得は本症例では行ってないが、行った場合は相当歯数により有

床義歯を準用して算定できる。

注③　前回中止後にもう一度施行して完了した場合、再試行した術式の内

容に応じて算定する。歯根肥大、骨の癒着歯に対して開削又は歯根分

離術などを行った場合は、難抜歯の算定となる。

注④　創面治癒後に止血シーネを除去した場合、除去料３０点が算定でき

る。

＊実態に即してご請求ください＊

点数療法・処置部　位月日

（１月に初診、パノラマレントゲン撮影し診断）

40再診2月3日

／半埋伏智歯、歯冠部の２分の１骨性の水平埋伏、憾

／歯冠部にカリエスがあり疼痛激しい

／ＯＡ＋浸麻　２％キシロカインct1.8m l　

／半埋伏智歯抜歯

／骨を開削して抜歯を試みたが、歯根癒着が著しく、出血

注①470も多く麻酔も切れてきたため抜歯不能と判断し中止

４針縫合

68処方せん　　（－処方内容略－）

40再診2月4日

／ＳＰ（Ｈ２Ｏ２）　腫脹あり　出血なし憾

40再診2月10日

／抜糸　ＳＰ（Ｈ２Ｏ２）　腫脹縮小　出血なし憾

／出血創の保護と圧迫止血のために止血シーネを作製する

注②40止血シーネ印象憾

40再診　腫脹なし　出血なし2月17日

38+6ＯＡ＋浸麻+伝麻　２％キシロカインct1.8m l×２　憾

注③470半埋伏智歯抜歯

／歯肉剥離、頬側骨削除　４針縫合

注②680止血シーネセット

68処方せん（－処方内容略－）

40再診　2月24日

／抜糸　ＳＰ（Ｈ２Ｏ２）　腫脹なし　出血なし憾

注④30止血シーネ除去　抜歯窩の被覆を確認　良好

傷病名：憾半埋伏智歯　　　

○２０８ 

これらは発行時の通知をもとに作成されたものです

小杉
スタンプ
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回　　答質　　問
休日を診療日としている医療機関が、

標榜時間外で通常の診療体制をとってい

ない時間に、急病などやむを得ない患者

を診た場合は、時間外加算でなく休日加

算を算定して差し支えありません。

本来の来院予定だった日から１ヶ月以上

待ったうえでいらっしゃらない場合、人

工歯、クラスプ、バー、フック、スパー

は○未 請求できます。

当院では休日も診療を行っているが、

休日の標榜時間終了後に患者が急に来院

して診療した場合は時間外加算の算定と

なるのか。

義歯を製作していた患者で、咬合採得

後、試適前に未来院となってしまった。

この場合○未 請求はできるのか？

　○未 請求とその後の処置について

《解　説》　※金属の点数は平成２１年４月１日現在の点数

注①　必要があってワンピースキャストブリッジ以外の歯冠修復物を仮着

した場合、仮着料はないが仮着セメント料のみ算定できる。

注②　本来の装着予定日から１ヶ月以上患者が未来院となった場合、○未 請求

をする。請求月は製作月（この場合は２月分）とし、実日数は０日。摘要

欄には○未 、装着物の種類、装着予定日、装着できなくなった理由（「患

者未来院のため」など）を記載する。

注③　ケース１のように、未来院請求後、患者が別の主訴で来院し、前回製

作した歯冠修復物がそのまま装着できた場合、装着料と材料料、補綴物

維持管理料を算定する。なお、患者からは○未 請求補綴物の自己負担分も

徴収できる。

注④　ケース２，３のように、前回診療から状態が大きく変化し、製作した歯

冠修復物がそのまま装着できないと判断した場合、歯冠修復の一連の費

用は算定できる。これらのケースのように全く別の補綴物を再製作する

場合でも、患者からは○未 請求補綴物の自己負担分を徴収できる。

＊実態に即してご請求ください＊

点数療法・処置部　位月日

40再診
平成21年

2月20日

／ＨＪＫ（光重合）仮着海注①

4仮セ（テンポラリーパック）

／2月27日　ＨＪＫｓｅｔ予定するも予約無断キャンセル

963（光重合）注②

ケース１：９月に別部位のカリエスを主訴に再来院

傷病名：塊械Ｃ　　　　

　ケース２：H２２年１月に仮着中の HJKが破折したので来院

傷病名：海欧処置歯　　　　

ケース３：Ｈ２２年１月に海歯根破折で来院

傷病名：海歯根破折→鑑塊眼ＭＴ　　　　
○２０９ 

40再診
平成22年

1月8日

／ＳＰ（Ｈ２Ｏ２）　経過良好海

40再診2月18日

100補診　回灰の骨植状態良好、鑑塊眼Ｂｒで補綴鑑塊眼注④

／ＯＡ(コーパロン)＋浸麻　２％キシロカインct1.0m l　

790+300生ＰＺ壊械

50平測　ミラーで平行を確認

275連ｉｍｐ（寒天＋アルジネート）

70ＢＴ（シリコーン）

100リテイナー鑑塊眼

4×2仮セ（テンポラリーパック）壊械

110歯管　食生活の注意としてガムなどを仮歯で噛まないよう指導

40再診2月25日

40Ｂｒ仮着鑑塊眼注④

4×2仮セ（テンポラリーパック）壊械

40再診3月4日

150Ｂｒｓｅｔ鑑塊眼注④

1374械１２％金パラ前装ＣＫ

606灰１２％金パラＦＣＫ

16×2壊械レジンセメント（パナビア）

623海１２％金パラ鋳造ポンティック

330補管　患者に文書提供し写しを添付

110歯管　ブリッジの清掃法を指導

（以下略）

182初診
平成22年
1月7日

48Ｘ－Ｒａｙ（Ｄ）×１　海縦破折を確認、保存は不可と判断海

／抜歯して創傷の治癒後Ｂｒとすることについて説明し患者

／は同意した

／ＯＡ(コーパロン)＋浸麻　２％キシロカインct1.5m l　

260抜歯，圧迫止血

68処方せん　亥ロキソニン錠　１Ｔ×３　疼痛時

／　　　　　医フロモックス錠100於　１Ｔ×３　毎食後　３日分

130歯管　補綴治療計画について文書提供し写し添付

182初診　海の支台の一部にも破折を認める
平成22年

1月7日

20メタルコアｉｍｐ海注④ 

130歯管　ＨＪＫではなく金属で補綴することを説明し同意

／患者に文書提供し写しを添付

40再診1月14日

179メタルコアｓｅｔ海注④ 

160+30失ＰＺ　メタルコア加算

60連ｉｍｐ（寒天＋アルジネート）

14ＢＴ（シリコーン）

40再診1月21日

606+45ＦＣＫ（１２％金パラ）ｓｅｔ海注④ 

16レジンセメント（パナビア）

100補管　患者に文書提供し写しを添付

（以下略）

182初診
平成21年
9月１日

16う蝕処置　　軟化象牙質除去械

45ＨＪＫ（光重合）ｓｅｔ海注③

16レジンセメント（パナビア）

100補管　患者に文書提供し写しを添付

130歯管　齲蝕治療を継続して行う計画を説明

／患者に文書提供し写しを添付

（以下略）

これらは発行時の通知をもとに作成されたものです

小杉
スタンプ
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点数療法・処置部　位月日

40再診　特に症状なし4月1日

200Ｐ基検３（検査結果略）臨床的治癒と判定快恢快
廓格廓

110歯管　今後の生活習慣について指導　文書提供

80実地指（指示内容略）　文書提供

　　　　快恢快
傷病名：廓格廓Ｐ

主　訴：歯肉が腫れている

点数療法・処置部　位月日

182初診　腫脹（＋）　発赤（＋） 碍ポケット6～8㎜4月12日

10＋35Ｐ処　ペリオフィール歯科用軟膏１シリンジ碍

2×3Ｒｐ）　ロキソニン30ｍｇ×１ｔ×３回分，疼痛時

42+9処方料＋調剤料（頓）

10薬情

40再診　ペリオフィールを入れたが消沈せずやむを得ず切開4月15日

／浸麻（ＯＡ＋２％キシロカインＣｔ1．8ｍｌ）碍

180切開（頬側歯肉を減張切開・6㎜）

18×3Ｒｐ）ケフラール250ｍｇ×3×3日分，毎食後

2×3　　ロキソニン30ｍｇ×1ｔ×3回分，疼痛時

42+9処方料＋調剤料（内・頓）

10薬情

40再診　腫脹（－）　発赤（－）　落ち着いてきた4月18日

／ＳＰ　アクリノール碍

／（キャンセル）4月21日

40再診　碍腫脹（－）　発赤（－）全体にＰの傾向あり5月11日

318Ｘ－Ｒａｙ（パントモ）１Ｆ（所見略）快恢快
廓格廓

200Ｐ基検１（検査結果略）

10×5口腔内写真検査

130歯管　検査結果と歯周病の原因について説明　文書提供

+60歯清

64+42×2ＳＣ蒲噛蒲

80実地指（指示内容略）　文書提供

　　　　　　　　　　　　快恢快
傷病名：碍Ｐ急発，ＧＡ，廓格廓Ｐ

主　訴：歯ぐきが痛い。とりあえず何とかしてほしい

点数療法・処置部　位月日

182初診4月15日

16う蝕処置（カセ，軟化象牙質除去）界

25ＰＣａｐ（ダイカル）

45ＣＫ再装着

16装着材料料（パナビアEX）

130歯管　口腔管理が不十分なため継続管理が必要と説明し

／　次回実地指を行う　文書提供

40再診　咬合状態異常なし、歯頸部にプラークの付着を認める5月10日

110歯管　界

80実地指　臼歯部を染め出しブラッシング法指導を指示

傷病名：界ＣＫダツリ，横

主　訴：冠が落ちた。付けてほしい

昨年の改定で導入された歯科疾患管理料（歯管）にかかわ

るご質問が最近目立っています。さまざまな通知が出され、

混乱されているようです。歯管の算定要件や算定方法などを

整理するとともに、３つの症例を作りました。ご参照下さい。

点数療法・処置部　位月日

182初診　Ｍｏ（2度）5月2日

48Ｘ－Ｒａｙ（Ｄ）　1Ｆ　歯根膜腔の大きな拡大を認める魁会

／ＳＰ　アクリノール

500ＴＦｉｘ（スーパーボンド）解魁会解

2×3Ｒｐ）　ロキソニン30ｍｇ×１ｔ×３回分

42+9処方料＋調剤料（内・頓）

10薬情

130歯管　今後の症状と食事について指導　文書提供

傷病名：魁会外傷性歯牙脱臼

主　訴：転んだ。前歯が痛い。

解　

説

・Ｐ急発ＧＡで急性症状で来院した。症状が緩解したのちは中断。就労

の事情や長期休暇にも当たり、歯周治療に入るのが遅れた。１ヶ月以

内に歯管の要件を満たし、ようやく算定した。

・歯管の１回目は初診から１ヶ月を超えると算定ができません。歯管の２

回目以降は１回目の算定月の翌月に算定することになっているため、１

回目の算定がないと２回目以降は算定できません。

解　

説

・歯管は管理計画に基づく治療終了日から起算して２ヶ月を経過するま

では、初診料は算定できないが、当初の疾患管理を行っていた時には

予想しえなかった外傷等の新たに生じた疾患については、当初の初診

より１ヶ月以上経過している場合初診料は算定できる。この場合は、

レセプトの「摘要」欄に当初の初診日、改めて初診料を算定した理由

を記載する。

・歯管を算定した患者に治療終了日から２ヶ月を超え、再度、歯管を算

定する場合は「摘要」欄に前回治療終了年月日を記載する。

解　

説

 ・ＣＫダツリ，Ｃ病名で継続的な口腔管理が必要であると判断し歯管を

算定した。５月、来院時に実地指を算定した。請求時の傷病名はＣで

歯管と実地指の算定になる。

・管理の要点はカルテに記載する。

※総義歯の場合は口腔粘膜疾患等を有している場合は算定可

これらは発行時の通知をもとに作成されたものです

小杉
スタンプ
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点数療法・処置部　位月日

182初診6月1日

48Ｘ－Ｒａｙ（Ｄ）　1Ｆ　控

／歯髄に近接する透過像を認める

／浸麻（ＯＡ〔ｷｼﾛｶｲﾝｽﾌﾟﾚｰ〕＋２％キシレステシンＡ Ｃｔ0.4ｍｌ）

／ラバーダム防湿法

15除去（CR）

16う蝕処置（水酸化カルシウム製剤・軟化象牙質等除去）

150非侵襲性歯髄覆罩注②

130歯管（１回目）

／抜髄の可能性があるが歯髄を保存する必要性を患者に説明し

／様子を見ていくことにした。毎月一度薬剤貼付に来ること、

／3ヶ月様子見ること、抜髄の可能性を文書で説明し、同意を

／得る。（文書提供し写しを添付）

40再診7月1日

／浸麻（ＯＡ〔ｷｼﾛｶｲﾝｽﾌﾟﾚｰ〕＋２％キシレステシンＡ Ｃｔ0.4ｍｌ）控

／ラバーダム防湿法

／薬剤貼付(水酸化カルシウム製剤)

110歯管（2回目以降）

／自覚症状もなく順調に推移している。このまま様子を見て

／いく

40再診　痛みを訴える8月31日

38Ｘ－Ｒａｙ（Ｄ）　1Ｆ（症状の確認）控

／根尖に歯根膜腔の拡大を認める。打診痛と動揺を認める

／浸麻（ＯＡ〔ｷｼﾛｶｲﾝｽﾌﾟﾚｰ〕＋２％キシレステシンＡ Ｃｔ0.4ｍｌ）

／ラバーダム防湿法

60ＥＭＲ（3根）

ＭＢ（15㎜#15）.ＭＬ（15㎜#15）.Ｄ（15㎜#15）

530抜髄即充（ビタペックス）注③

38Ｘ－Ｒａｙ（Ｄ）　1Ｆ（症状の確認）根尖孔まで気密に充填

54ＫＰ注④

／ＥＥ・ＥＢ

100光ＣＲ充（Ｏ）

／研磨

110歯管（2回目以降）

／麻酔が覚めた後、痛みが残る可能性があることを説明し、

／術後の経過を観察していく。（文書提供し写しを添付）

患　者： ７歳

傷病名：  控 横 → 欧急化Ｐｕｌ　　　　注①

主　訴：冷たいものがしみる

歯牙を保存させるために非侵襲性歯髄覆罩を行ったが、抜髄に至

ってしまった症例について解説する。

《解　説》　

注①　非侵襲性歯髄覆罩（AIPC）は乳歯においても適応となる。病名はC

またはPulが考えられる。（平成２０年３月２８日、５月９日疑義解釈より）

注②　AIPCとは、臨床的に健康な歯髄または可逆性歯髄炎であって、感染

象牙質をすべて除去すれば、露髄を招き抜髄に至る可能性のある深在

性のう蝕を対象とするものである。感染象牙質を残し、そこに水酸化

カルシウム製剤などを貼付し、感染部の治癒を図るものであり、３月以

上の期間を要するものである。その期間内に２回程度の薬剤の貼付を含

め、覆罩処置に係る一連の行為を包括的に評価するものであり、覆罩

処置を行った最初の日に算定する。

　　　AIPCの開始時に必要があって、う蝕処置を行った場合はそれぞれの

費用が算定できる。

注③　AIPCを行った日から起算して３月以内に抜髄処置を行った場合、

AIPCの点数を差し引いた点数を算定する。

　　　抜髄即充（3根管）（抜髄570点－AIPC150点＋根充110点）＝530点

注④　AIPCを行った場合は、３月以上の経過観察期間を行った後に、歯冠

修復などを実施する。なお、AIPCを行った場合は、処置内容及び経過

観察期間等に係る事項について患者に対して効果的に説明するととも

に、その要点をカルテに記載する。また、レセプトの「摘要」欄にAIPC

を行った年月日を記載する。

＊実態に即してご請求ください＊

点数療法・処置部　位月日

40再診9月1日

／咬合調整、研磨控

110歯管（2回目以降）

／術後経過、良好だが一部咬合の強い部分を調整し、今後も

／調整していく

回　　答質　　問
歯管は継続的な口腔管理を必要な患者

を対象にしています。そういう患者であ

ればその管理の内容を説明したらいかが

でしょうか。

初診月、倦険を抜歯し歯管を算定し

た。「歯管の算定はいかがでしょうか」

との理由で返戻になった。

義歯に由来する病名のみの場合は義歯

管理料のみの算定になります。前月まで

の疾病について、引き続き管理する必要

があったのであれば、その傷病名を記載

して下さい。

国保の保険者からの返戻。傷病名は蒲

竃感蒲床下粘膜異常のみ。「傷病名から

見て歯管の算定についていかがでしょう

か」で返戻。前月まではP erなど治療を

していた。

義管に係わる有床義歯が９歯未満の有

床義歯であっても、他の部位で９歯以上

の義歯を装着し、かつ、その義歯以外は

対合歯間の接触関係を有していなければ

困難加算は算定できます。

なお、困難加算は①総義歯装着の患

者、②９歯以上の局部床義歯を装着し、

かつ、その義歯以外は対合歯間の接触関

係を有しない患者が対象です。

上顎は１０歯欠損の局部床義歯を修理

し、下顎は８歯の局部床義歯を新製した。

天然歯同士の対合関係はない。当月は義

管Ａの算定となるが、この場合、新製す

る有床義歯は９歯未満であるが、義管Ａ

に困難加算の算定はしてよいか。

一部負担金を負担すべき額を記載しま

す。一部負担金は次回来院時などに徴収

してください。

２月に製作した補綴物の未来院請求を

行った。社保で○子 の方。「一部負担金の

金額（公費）が書いていない」と返戻に

なった。（未）請求なので一部負担金は

もらっていない。０と書くのか、負担す

べき額を書くのか。

○２０４ 

これらは発行時の通知をもとに作成されたものです

小杉
スタンプ
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病理組織検査の算定について

点数療法・処置部　位月日

40再診2月3日

／先月より左側頬粘膜に小さな腫れを認め、最初は柔らか

／かったが現在は硬い感じがしてきたとのことで来院。

／特に痛みはなし。

／左側下唇部に境界明瞭な米粒大腫瘤を認める。

／硬度は弾性硬を示す。

／口腔内写真（※写真①，写真②）左側下唇

110歯科疾患管理料　

／腫瘤を切除の上病理組織検査を行い、今後の経過を見てい

／く旨を説明し同意を得る。文書提供し写しを添付。

／浸麻　ＯＡ(ﾊﾘｹｲﾝｹﾞﾙ)＋２％ｷｼﾛｶｲﾝＣｔ１．８苑

／マージン１凹設定して切離。

3370口唇腫瘍摘出術（その他のもの）注①

／周囲をＹ字にてナイロン５－０でｎａｈｔ

／

／

／

880病理組織標本作製注②

42+9処方料　調剤料

21×4医メイアクトＭＳ錠１００於　３Ｔ　分３　毎食後　４日分

2×6亥ロキソニン錠１Ｔ　６回分　疼痛時

10×1井イソジンガーグル液７％　３０苑

10薬情　薬剤情報を提供

／病理組織片は東京医科歯科大学へ送付

40再診2月10日

／創部安定　抜糸　ＳＰ（Ｈ２Ｏ２）左側下唇

40再診3月3日

110歯科疾患管理料左側下唇

／東京医科歯科大学からの病理組織検査結果により線維腫と

／確定。患者には悪性でないことを説明

／口腔内写真（※写真③）

146口腔病理判断料注②

写真① 写真②

写真③

傷病名：左側下唇部良性腫瘍（線維腫）の疑い

《解　説》　

注①　口唇腫瘍摘出術は、粘液嚢胞の場合９１０点・その他のものの場合３３７０

点。粘液嚢胞以外の腫瘍の場合は全て３３７０点の算定となる。

注②　保険医療機関が、患者の人体から排出または採取された検体について

当該保険医療機関以外の施設に委託する際は、依頼する医療機関が診療

報酬の請求を行う。この場合、病理組織標本作製（１臓器につき）８８０点

と口腔病理判断料（月１回に限り）１４６点を算定できる。

　　　なお、口腔病理診断料（月１回に限り）４１０点を算定することができる

のは、病理診断を専門に担当する歯科医師が勤務しており、年間の剖検

数等が十分にある病院に限られ、一般の歯科診療所では算定要件をみた

さない。

　　　送付した検体はプレパラートとなって報告書（下図参照）と一緒に送

られてくる。確定診断後はレセプト病名から「疑い」がとれることにな

る。

　　　　※東京医科歯科大学への病理組織検査申し込みは

　　　　　http://www.tmd.ac.jp/dent/opat/request.html

　　

＊実態に即してご請求ください＊

臨床材料検査報告書
○○大学歯学部附属病院検査部病理部門

○○科　　　　○○先生　　　　　　　２００９年　　○月○日　

患者の姓名：　 ○○　○○　　♀・○♂ 　　○○歳

臨床診断：Tum or of the left buccal m ucosa※１

病理組織診断：Fibrous※２ polyp of the left buccal m ucosa, excision

所見：（切出し図及び極く簡単な肉眼所見を含む）

　　８×７×４－大

検体は左頬粘膜腫瘤切除材料。

組織学的には、上皮下の細胞成分に乏しいfibrous tissue の密な増生からな

る腫瘤です。炎症はほとんど目立ちません。

被覆上皮は標本の中央部でhyperorthokeratosis※３が見られますが、慢性刺激

に伴う変化と考えます。明らかなdysplasia※４はありません。

Fibrous polypの所見。N o evidence of m alignancy※５.

（編集部注）

 ※１：左頬粘膜腫瘍 ※２：線維状の 　※３：過正角化症

 ※４：異形成  ※５：悪性腫瘍

 巾  斤  錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 

 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 
 欣 

 欽  琴  錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦 

以下の経過措置医薬品（ネオステリングリーンなど）は名称が変更され

ており、旧名称では９月１日以降使用・請求ができなくなりますので十分

にご注意ください。この表にない医薬品の場合や、詳細につきましては協

会、もしくは業者などにお問い合わせください。

８月３１日付けで旧名称が廃止となる
経過措置医薬品（主なもの）

現行品名（太字が変更部分）８月３１日付けで廃止

ＦＡＤ錠5m g「ＴＹＫ」ＦＡＤ錠5m g（ＴＹＫ）

ＦＡＤ錠10m g「ＴＹＫ」ＦＡＤ錠10m g（ＴＹＫ）

ＦＡＤ錠15m g「ＴＹＫ」ＦＡＤ錠15m g（ＴＹＫ）

健胃錠（陽進堂）健胃錠（大日本）

バナン錠100m gバナン錠

バナンドライシロップ5％バナンドライシロップ

ファロムドライシロップ小児用10％ファロムドライシロップ小児用　

メイアクトＭＳ小児用細粒10％メイアクトＭＳ小児用細粒

メデマイシンカプセル200m gメデマイシンカプセル

アズレン散含嗽用0.4％「ＮＰ」アズレンＧ「ヒシヤマ」

イソジンガーグル液7％イソジンガーグル

デキサメサゾン軟膏0.1％「サトウ」デキサメサゾン軟膏（佐藤製薬）

デキサルチン口腔用軟膏1m g/gデキサルチン軟膏（口腔用）

デルゾン口腔用軟膏0.1％デルゾン口腔用

ポピドンヨードガーグル７％「ＯＲＹ」ポピドンガーグル

サージカルパック口腔用サージカルパックＮ

ネオステリングリーンうがい液0.2％ネオステリングリーン

これらは発行時の通知をもとに作成されたものです

小杉
スタンプ

小杉
スタンプ
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回　　答質　　問
Ｐ処＋ペリオクリンは「歯周疾患」に

対して行うものですので、Ｐ急発に由来

するＧＡでないと算定できないと思われ

ます。

線結紮法もしくはレジン連続冠固定法

でＴ－Ｆｉｘを行った場合は、所定点数

の３００・５００の他に装着料３０点と装着材料

料が算定できます。エナメルボンドシス

テムの場合はいずれも算定できません。

国の特別措置により来年３月３１日まで１

割負担です。表示が「７月３１日まで」とな

っていたのは、証の有効期限がその日ま

でで、８月に切り替えが行われるためで

す。前年度所得により３割負担になってい

る可能性もありますので、新しい高齢受

給者証を必ず確認してください。

初診月に実日数１日で「寒 Ｐｅｒｉｃ

ｏ，ＧＡで切開（180点）とＰ処＋ペリオ

クリンを併せて行ったが「PericoでP処に

ついて」で返戻となった。どうしてか。

Ｔ－Ｆｉｘについて、装着料３０点と装

着材料料が算定できるのはどのような場

合か？

高齢受給者で負担割合が１割の人は「２

割（７月３１日まで１割）」となっていたが８

月１日から２割負担になるのか。

既に歯根分割された歯の歯冠修復について

点数療法・処置部位月日

182＋3初診＋電子化加算5月1日

／以前他院にて歯を分割し、根分岐部を開けて

／各々FCKを入れた。１か月前から咬合痛（＋）。

48Ｘ－Ｒａｙ（Ｄ）　１Ｆ竃侃

／近心根、遠心根ともに根尖部に類円形の

／透過像を認める。

130歯管

／竃侃は保存処置を行う旨説明し同意。継続的に治療

／し生活習慣やブラッシング方法の改善をしていく旨

／の治療計画を説明し同意。（文書提供し写し添付）

30＋50×2連結冠切断　FCK除去　ポスト除去　注①

／ラバー

276×2感根処　ＮＣ　ＦＣ　ＥＺ注②

40再診5月4日

／ラバ－

45×2ＥＭＲ　ＭＢ，ＭＬともに＃５０まで拡大、作業長１６ｍｍ竃侃注②

／　　　　ＤＢ，ＤＬともに＃５５まで拡大、作業長１７ｍｍ

22×2ＲＣＴ　ＮＣ　Ｃａ(ＯＨ)２　ＥＺ注②

40再診5月11日

／ラバ－竃侃

22×2ＲＣＴ　ＮＣ　Ｃａ(ＯＨ)２　ＥＺ注②

40再診5月18日

／打診痛（－）。浸出液（－）。

38Ｘ－Ｒａｙ（Ｄ）　１Ｆ　（確認）竃侃

／両根共にまだ透過像はあるが、ポイント試適の上、

／根充可能と判断。

／ラバー

（90＋140）×2近、遠心根ともに根充　加圧根充Ｇ．ポイント注①

／キャナルスＮ　ＥＺ

38Ｘ－Ｒａｙ（Ｄ）　１Ｆ　近遠心根ともに根充良好

40再診5月25日

20×2コア形成　支台築造ｉｍｐ（シリコーン）竃侃注②

40再診6月1日

110歯管　歯内療法は完了し引き続き補綴処置を行って

／いくことを説明

傷病名：竃侃 欧慢化Per

○２１１ 

点数療法・処置部位月日

179×2コア（１２％金パラ）ｓｅｔ    　グセ竃侃

160×2失ＰＺ（ＦＣＫ）

30×2メタルコア加算

60×2連ｉｍｐ (寒天+アルジネート)

14×2ＢＴ（パラフィンワックス）

40再診6月8日

（606＋45）×２連結ＦＣＫ（１２％金パラ）ｓｅｔ   竃侃

12×２グセ

100補管

《解　説》　

注①　既に分割されて歯冠修復物装着済みの歯の歯冠修復物除去は、それ

ぞれ別個のものとして算定できる。

注②　既に他院にて分離切断された下顎大臼歯の歯内療法の算定は、実態

に応じた根管数で算定する。

　　　

注③　分割した歯牙に単冠をそれぞれ製作する場合コアから装着まですべ

て小臼歯２歯分製作の点数となる。なお、ブリッジの支台とする場合は

大臼歯1歯として取り扱う。

注④　歯を分離切断した場合は、それぞれ鋳造冠を製作し、連結して装着

すべきであるので、補管は１装置として１歯分のみの算定となる。２個の

FCKを連結してもろう着料の算定は出来ない。

＊実態に即してご請求ください＊

既に他院で分割されていた下顎大臼歯への歯内療法と歯冠修復

分割された近・遠心の根管数

両方２根２根＋１根両方１根

276×2276＋130130×2感根拠

歯
内
療
法

22×222＋1414×2根貼

45×245＋3030×2ＥＭＲ

90×290＋6868×2根充

140×2140＋118118×2加圧根充

小臼歯２歯分として算定

コア
歯
冠
修
復

ｉｍｐ

ＢＴ

ＦＣＫ

単冠１歯分として算定補管

　　東京都歯科医師会編「歯科社会保険請求Ｑ＆Ａ（平成１３年３月発行）」を参考に作成

これらは発行時の通知をもとに作成されたものです

小杉
スタンプ




